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「エフテックコーポレートガバナンス・ガイドライン」改定のお知らせ 

 

当社は、2020年 8月 6日開催の取締役会において、「エフテックコーポレートガバナンス・ガイド

ライン」の改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．改定理由 

2020年 8月 6日に開催した取締役会において、取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報

酬制度の詳細内容、導入が決定されたため。 

 

２．改定の内容 

現行 改定後 

（取締役及び執行役員の報酬の決定）  

第 28 条 取締役及び執行役員の報酬は、職務執

行の対価として毎月定額で支給する基

本報酬と各事業年度の業績、業務執行

状況に応じて決定される役員賞与で構

成される。  

 

 

 

 

2.  取締役及び執行役員の基本報酬は、当

社の支給基準に基づき職務、実績及び

当社の業績等を勘案すること、また、

役員賞与は、中期計画に基づき決定す

る事業計画の達成状況に応じ連動させ

ることで適切なインセンティブを付与

する。  

 

3.  取締役及び執行役員の報酬は取締役会

で決定するが、その際、代表取締役社

長は報酬決定に関する方針を明確に説

明し、社外取締役、社外監査役に意見

を求め、厳格に審議を行う。 

（取締役及び執行役員の報酬の決定）  

第 28 条 取締役及び執行役員の報酬は、役位ご

とに定められ毎月定額で支給される基

本報酬、各事業年度の業績、業務執行

状況に応じて決定される役員賞与及び

中長期の業績に連動して決定される株

式報酬で構成されており、 当社の業

績や中長期的な企業価値向上に対し適

切なインセンティブ付けを行う。 

 

     (削除) 

 

 

 

 

 

 

 

2.  取締役及び執行役員の報酬は、「独立

社外役員・代表取締役との意見交換

会」における意見交換を経て、取締役

会で決定するが、その際、代表取締役

社長は報酬決定に関する方針を明確に

説明し、社外取締役、社外監査役に意

見を求め、厳格に審議を行う。 

 

３．改定日 

2020年８月６日 

 

以上 


